
はじめに

【本書の見方】

【行政評価制度導入の経緯】

　本書（行政評価書）は、第５次日高市総合計画に基づいて掲載して
います。

　「行政評価」とは、市が行う行政活動（以下「行政サービス」とい
います。）を統一的な視点から客観的に評価し、その評価結果を行財
政運営に反映させることを目的とした一つの手法です。
　『行政評価制度』の導入により、行政が行う｢施策｣、施策に関連す
る｢事務事業｣について、行政サービスの｢評価｣(Ｃheck)を行い、次の
行政サービスの向上につなげる｢改善｣(Ａction）の方策を導き出しま
す。その改善方策を次の｢計画｣(Ｐlan）に生かし、より良い行政サー
ビスを｢実行｣(Ｄo）することでＰＤＣＡサイクルを確立することがで
きます。
　日高市では、行政サービスの更なる向上と総合計画に基づく計画的
な行財政運営を推進するため、第５次日高市総合計画に合わせて平成
24年度（平成23年度に実施した行政サービスを対象）から行政評価制
度を導入しました。

ＰＤＣＡサイクルの確立
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【行政評価の流れ】

①事務事業評価

　　　市が実施した「事務事業」の成果を基に、評価すべき事項(良
かった点、成果を上げた点など)、改善すべき事項(問題点、課題、
解決の方策など)を明らかにするため、事務事業担当課(所)が事務
事業評価を行います。
　評価に当たっては、第３次日高市行政改革大綱に定める４つの区
分・14項目の評価視点で３段階評価（点数化）を行い、その総合点
に基づきＡ・Ｂ・Ｃのランクを付けるとともに、これらを踏まえ総
合的視点から事務事業の評価を行います。
　なお、事務事業評価内容については、全ての事務事業のうち、第
５次日高市総合計画の各施策に関連する事務事業について、「施策
の展開」ごとにまとめて掲載しています。
　また、今年度は第５次日高市総合計画後期基本計画の最終年度で
あることから、次頁のとおり後期基本計画５年間の各年度における
ＡからＣ評価の事務事業数を一覧にしました。

１．適切な事務分担がなされているか

３．正規職員が実施する必要があるか

６．目標に対する成果は適切か

 ③市民と行政の協働

 ④課題への個別対応
13．安心・安全について配慮をしているか

14．環境への負荷を配慮しているか

評価区分

 ①計画的・効率的な行財政運営

 ②財政基盤の確立・強化

８．歳入の増加や歳出の削減の余地はないか

　行政評価は次の区分により行います。

評価視点

【第３次日高市行政改革大綱に定める４つの区分・14項目の評価視点】

７．費用対効果が図られているか

２．効率的な組織となっているか

９．市民との協働が図れているか

10．市民が参画できる環境を整えているか

11．市民のニーズや声を的確に把握しているか

12．適切に市民に情報を提供しているか

４．市が直接実施する必要があるか

５．中長期的な視点の検討がなされているか
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評価点

３点

２点

１点

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

【後期基本計画５年間の各年度における評価一覧】

３５点～２９点

２８点～１４点

【４つの区分・14項目の評価視点での３段階評価（点数化）】

【総合点に基づくＡ・Ｂ・Ｃランク】

適切であり現状維持する（事務事業上考慮する余地がない場合も含む）

おおむね適切であるが部分的な改善を要する

評価基準

４２点～３６点

総合点（４２点満点）

適切とはいえず抜本的な改善を要する

年度

Ａ評価 544 93.8% 535 94.0% 474 94.2% 490 94.8% 513 94.6%

Ｂ評価 36 6.2% 33 5.8% 28 5.6% 26 5.0% 27 5.0%

Ｃ評価 0 0.0% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2% 2 0.4%

全体 580 100% 569 100% 503 100% 517 100% 542 100%

平成28年度事業 平成29年度事業 平成30年度事業 令和元年度事業 令和２年度事業
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②施策評価

　　

9

　「事務事業」の成果及び評価を基に、当該施策を主に担当する部長が施
策評価責任者として、施策評価を行います。
　施策評価では、施策目標に対する主な成果と課題、今後の方向性を明記
します。
　なお、今回は「第５次日高市総合計画後期基本計画」の最終年度である
ことから、下記のとおり、各施策について５年間の評価を５点満点で評価
しました。なお、一部点数が算出されていない施策があります。

施策
番号

施策 施策目標

3 健康・医療
心身ともに健康で生き生きとした生活を送ることができる環境をつくり
ます。

地域、家庭、学校が一体となり、次世代を担う子どもたちの健全な育成
と郷土愛の醸成を図ります。

施策評価
（点数）

1 自然環境
豊かな自然を次世代に引き継ぐため、自然環境の保全や地球温暖化対策
を推進します。

―

2 歴史・文化
文化財の保護と活用、歴史・伝統文化の継承と、市民の芸術・文化の振
興を図ります。

2.67

2.25

4 子育て支援 4.67

5 高齢者福祉 3.40

4.67

7 地域福祉 4.20

8 学校教育 3.60

6 障がい者福祉

青少年健全育成 5.00

10 生涯学習 2.60

次世代を担う子どもを安心して産み、育てることができる環境をつくり
ます。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援し、生きがいづく
りや自主的な社会参加活動を促進します。

障がいのある人が、安定した生活を送れるよう支援し、社会参加や雇用
の機会の確保に努めます。

一人一人が尊重され、安心して暮らせるよう、地域で共に助け合い、支
え合う地域社会の実現に努めます。

確かな学力、豊かな心、健やかな体、豊かな関わり合いのバランスの取
れた児童や生徒を育成します。

11 人権・男女共同参画 5.00

12 多文化共生 1.50

13 市街地整備 4.00

14 道路・河川 4.25
都市機能を支える幹線道路の整備を推進するとともに、生活道路の利便
性の向上や河川の機能充実を図ります。

地域の特性に応じた計画的かつ適正な土地利用を誘導するとともに、良
好な住環境の形成、保全を推進します。

15 生活安全 5.00

16 交通 3.67
交通事故が起こりにくい環境をつくるとともに、公共交通の充実を図り
ます。

地域の安全や安心を確保するため、防災体制を強化し防犯活動を推進し
ます。

―
市内企業への支援とともに企業と連携した雇用の拡大により、地域経済
の強化を図ります。

衛生的な住環境の整備と水環境の保全に努めます。

17 環境衛生 2.67

18 水道 4.67安全で安定した水の供給体制の維持に努めます。

1.67

22 農林業
農地の有効活用と農業者の育成・支援を通じて、安定した農業経営の確
立を図ります。

3.67

19 下水道 4.33

20 商工業

4.50

23 行政運営
組織の適正化や効率的な行政運営を図るとともに、市民に身近な市役所
を目指し、行政サービスの向上に努めます。

4.00

24 財政運営
安定した歳入確保、経費の見直しと削減により健全な財政運営に努めま
す。

3.00

生涯を通じて自らを高め、心豊かな人生を送れるよう、市民の生涯学習
活動を支援します。

人権について、正しい理解と認識を深めるとともに男女があらゆる分野
で参画できる社会の実現に努めます。

国際理解を深める機会を提供するとともに、外国籍市民の人にも暮らし
やすい環境をつくります。

25 市民参加・協働
積極的な情報公開に努め、地域コミュニティ活動の活性化や市民の参画
機会の充実を図ります。

21 観光
本市の財産である自然や歴史を生かし、観光地としての魅力を高めま
す。

快適で衛生的な生活環境を確保するとともに、市民生活から排出される
廃棄物を適正に処理します。
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③外部評価

【行政評価の活用】

【その他特記事項】
・会計名は、事務事業名欄に下記のとおり記載しています。

　　一般会計 → 記載なし

　　国民健康保険特別会計 → 【国保】

　　後期高齢者医療特別会計 → 【後期】

　　介護保険特別会計 → 【介護】

　　武蔵高萩駅北土地区画整理事業特別会計 → 【北】

　　水道事業会計 → 【水道】

　　下水道事業会計 → 【下水道】

　行政評価から導き出された評価・改善事項は、次の実施計画の策定
及び予算編成に反映するとともに、将来都市像実現に向けた行政サー
ビスの改革・改善に生かしていきます。

《行政評価の流れと活用》

　「事務事業」のうちから10事務事業を選定し、外部評価を行いま
す。
　なお、外部評価については、内部評価の補完として位置付け、内
部評価実施後に行うため、この書とは別に外部評価結果をまとめ公
表します。

外部評価員

次の実施計画の策定・予算編成に反映

外部評価

「施策」評価
（２５）

「事務事業」評価
※「施策の展開（９３）」ごとに明記

内部評価

〔将来都市像〕
笑顔と元気を 未来へつなぐ 緑きらめくまち 日高

(Ｃheck・Ａction) (Ｃheck・Ａction)
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